
別紙様式䠏䠉䠍

実績報告書䠄令和 年度䠅

䠍　基本情報

〒

　【本報告書で報告する加算】　※取得した加算について「○」、取得しない加算について「×」を選択すること。

○ 介護職員処遇改善加算 䠄処遇改善加算䠅 ○ 介護職員等特定処遇改善加算 䠄特定加算䠅 ○ 介護職員等䝧䞊䝇ア䝑䝥等支援加算 䠄䝧䞊䝇ア䝑䝥等加算䠅

䠎　実績報告䠘共通䠚　※詳細は別紙様式䠏䠉䠎及び䠏䠉䠏に記載

要件Ⅰ↓ 要件Ⅱ↓ 要件Ⅲ↓

○ ○ ○
① 年度の加算の総額 円 円 円

② 円 円 円

円 円 円

(a)本年度の賃金の総額 円 円 円

(b)処遇改善加算の総額 円 円

円 円

円 円

円 円 円

䞉

䞉

䞉

③ 平均賃金改善額䠘特定加算䠚

䠄䠝䠅経験䞉技能のある介護職員 円 円 円 <-○ A䠚BかつA䠚2C

䠄䠞䠅他の介護職員 円 円 円 <-○ B≧䠎C

䠄䠟䠅その他の職種 円 円 円 円

䞉

④ 月額平均䠔万円又は改善後の賃金が年額440万円となった者䠘特定加算䠚 <-○ Aのうち䠍人以上
が該当

䠄設定できない事業所があった場合その理由䠅　※複数回答可

## 小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。

## 職員全体の賃金水準が低く、直ちに月額平均䠔万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

##

## その他 䠄 䠅

法人名 社会福祉法人　藤英会

法人所在地
215䠉0013

川崎市麻生区王禅寺1241-38

提出先 川崎市

介護職員処遇改善加算䞉介護職員等特定処遇改善加算䞉介護職員等䝧䞊䝇ア䝑䝥等支援加算
4

䝣䝸ガ䝘 䝅䝱カイ䝣ク䝅䝩ウ䝆䞁䝖ウエイカイ

midori@toeikai.jp

※「×」をつけた加算に係る記入欄䠄グ䝺䞊になる䝉䝹䠅は、記入不要 。

本様式では以下の要件を確認しており、オ䝺䞁䝆䝉䝹が「○」でない場合、加算取得の要件を満たしていない。
Ⅰ【処遇改善加算】介護職員の賃金について、処遇改善加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額以上であること
Ⅱ【特定加算】介護職員その他の職員の賃金について、特定加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額以上であること
Ⅲ【䝧䞊䝇ア䝑䝥等加算】介護職員その他の職員の賃金について、䝧䞊䝇ア䝑䝥等加算による賃金改善所要額が、同加算の算定額以上であること
Ⅳ【特定加算】グ䝹䞊䝥毎の平均賃金改善額が配分䝹䞊䝹を満たしていること
Ⅴ【特定加算】経験䞉技能のある介護職員䠄A䠅のうち、䠍人以上は月額䠔万円の改善または改善後の賃金が年額440万円以上となっていること
　　䠄その人数は法人一括で申請する事業所の数に応じて設定䠅
Ⅵ【䝧䞊䝇ア䝑䝥等加算】賃金改善の合計額の䠏分の䠎以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

処遇改善加算 特定加算 䝧䞊䝇ア䝑䝥等加算

䝣䝸ガ䝘 䝘䞁䝤䝬䝴䝭

書類作成担当者 南部真由美

連絡先 電話番号 044-955-1746 FAX番号 E-mail

令和 4 39,150,837 12,894,516 3,683,313

賃金改善所要額(ⅰ-ⅱ䠅
(右欄の額は①欄の額以上であること)

55,591,479 13,119,695 4,884,710

ⅰ䠅それぞれの加算の算定により賃金改善を行った
賃金の総額

257,227,736 281,329,695 196,649,944

277,643,825 328,518,534 222,452,293

39,150,837 19,621,484

(c)特定加算の総額 12,802,516 6,180,865

(d)処遇改善支援補助金及び䝧䞊䝇ア䝑䝥等加
算の総額

7,613,573 8,038,002

②ⅱ䠅「前年度の賃金の総額」【基準額䠍】【基準額䠎】【基準額䠏】には、計画書の䠎䠄䠍䠅②ⅱ䠅の額を記載することとしているが、職員構成が変わった等の
事由により修正することが可能である。

賃金改善
を実施した
グ䝹䞊䝥

前年度の平均賃金
額(月額)【基準額䠐】

本年度の平均賃金
額(月額)

平均賃金改善額
(配分比率)

䠄䡁䠅改善後の賃金
が最も高額となった

者の賃金(年額)

ⅱ䠅前年度の賃金の総額
　　【基準額䠍䞉基準額䠎䞉基準額䠏】

201,636,257 268,210,000 191,765,234

(1)(2)(3)には、それぞれの加算による賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

(6)には、別紙3-2から、特定加算の総額のうち、経験䞉技能のある介護職員(A)及び他の介護職員(B)に配分された額が転記される。
(7䠅には、別紙3-2から、本年度の特定加算の総額が転記される。䠄その他の職種(C)に配分された額も含む。䠅

要件Ⅳ

378,997 331,338 -47,659 (1.57 )

288,867 258,559

6,481,704

「前年度の平均賃金額䠄月額䠅」【基準額䠐】には、計画書䠎䠄3䠅⑦ⅳ䠅の額を記載することとしているが、職員構成が変わった等の事由により修正する
ことが可能である。

要件Ⅴ

いずれかに該当する人数 23 人

-30,308 (1.00 )

367,430 363,853 -3,577 (0.12 )

月額平均䠔万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力
や処遇を明確化することが必要であり、規程の整備や研修䞉実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

(1)-(6)- (2)ｰ(4)-

【基६額 【基६額【基६額

(8)

(1) (2) (3)

(6)

(4) (5)

(7)

(9)

(3)ｰ(5)-



⑤



 㸦 㸧 㸣

円䠅



 㸦 㸧 㸣

円䠅

年 月 年 月 ( 6 )

【記入上の注意】

䞉

⑥ 職場環境等要件に基づいて実施した取組について䠘処遇改善加算䞉特定加算䠚

変更なし

⑦その他䠄やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合等については、下記の欄に記載すること。䠅

※ 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。

※

　

令和 年 月 日

ຍ⟬㸼➼ࣉࢵࢫ࣮࣋㈤㔠ᨵၿ㢠➼㸺ࡿによ➼ࣉࢵࢫ࣮࣋

ⅰ㸧ㆤ⫋ဨの㈤㔠ᨵၿ㢠(n-1) 4,324,093

<- ○

せ
௳
Ⅵ

㸦うち、ࣉࢵࢫ࣮࣋➼
によࡿ㈤㔠ᨵၿ㢠㸧(n-2)

3,760,082 86.96

㸦୍᭶あたࡾ 626,680

ⅱ㸧そのの⫋ဨの㈤㔠ᨵၿ㢠(o-1) 142,666

<- ○
㸦うち、ࣉࢵࢫ࣮࣋➼
によࡿ㈤㔠ᨵၿ㢠㸧(o-2)

124,058 86.96

㸦୍᭶あたࡾ 20,676

賃金改善実施期間 令和 4 10 䡚

区分 内容

入職促進に向
けた取組

法人や事業所の経営理念やケア方針䞉人材育成方針、その実現のための施策䞉仕組みなどの明確化

事業者の共同による採用䞉人事䝻䞊䝔䞊䝅䝵䞁䞉研修のための制度構築

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者䞉有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

令和 5 3 か月

䠄n-1䠅と䠄o-1䠅の合計額は、䝧䞊䝇ア䝑䝥等加算による「賃金改善所要額」䠄「②賃金改善所要額」の最右欄䠅と一致すること。

【処遇改善加算】
届出に係る計画の期間中に、全体で必ず䠍つ以上の取組を行うことが必要であること
【特定加算】
届出に係る計画の期間中に、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキ䝱䝸アア䝑䝥に向けた支援」、「両立支援䞉多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心
身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい䞉働きがいの醸成」について、それぞれ䠍つ以上の取組を行うことが必要であること。

資質の向上や
キ䝱䝸アア䝑䝥
に向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対
する喀痰吸引、認知症ケア、䝃䞊䝡䝇提供責任者研修、中堅職員に対する䝬䝛䝆䝯䞁䝖研修の受講支援等

研修の受講やキ䝱䝸ア段位制度と人事考課との連動

エ䝹䝎䞊䞉䝯䞁䝍䞊䠄仕事や䝯䞁䝍䝹面の䝃䝫䞊䝖等をする担当者䠅制度等導入

上位者䞉担当者等によるキ䝱䝸ア面談など、キ䝱䝸アア䝑䝥等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援䞉多
様な働き方の
推進

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務䝅䝣䝖や短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の
制度等の整備

有給休暇が取得しやすい環境の整備

業務や福利厚生制度、䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

やりがい䞉働き
がいの醸成

䝭䞊䝔ィ䞁グ等による職場内䝁䝭䝳䝙ケ䞊䝅䝵䞁の円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としての䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁向上に資する、地域の児童䞉生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

※上記に加えて、今年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にも䝏ェ䝑ク䠄✔䠅すること。

腰痛を含む心
身の健康管理

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護䝻䝪䝑䝖や䝸䝣䝖等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対
策の実施

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断䞉䝇䝖䝺䝇䝏ェ䝑クや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故䞉䝖䝷䝤䝹への対応䝬䝙䝳ア䝹等の作成等の体制の整備

生産性向上の
ための業務改
善の取組

䝍䝤䝺䝑䝖端末やイ䞁カ䝮等の䠥䠟䠰活用や見守り機器等の介護䝻䝪䝑䝖や䝉䞁䝃䞊等の導入による業務量の縮減

高齢者の活躍䠄居室や䝣䝻ア等の掃除、食事の配膳䞉下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提
供䠅等による役割分担の明確化

䠑S活動䠄業務管理の手法の䠍つ。整理䞉整頓䞉清掃䞉清潔䞉躾の頭文字をとったもの䠅等の実践による職場環境の整備

業務手順書の作成や、記録䞉報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

 䠄代表者名䠅 理事長　藤田茂樹

処遇改善加算䞉特定加算䞉䝧䞊䝇ア䝑䝥等加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消
となる場合があるので留意すること。

実績報告書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管して
いることを誓約します。

5 7 26  䠄法人名䠅 社会福祉法人藤英会


